
情報ネットワークテレホンサービス（緊急診療をお知らせ）℡ 0800 － 800 － 7766

問 1石岡市役所本庁舎　2八郷総合支所 ℡ 43–1111（代表）　　  ※料金の記載のないものは無料。

後期高齢者医療保険料の軽減が変わります

平成 30 年度
①均等割額の軽減
世帯（被保険者と世帯主）の
総所得金額が次の場合

均等割額の軽減
割合（均等割額）

33 万円以下で被保険者全員
が年金収入 80 万円以下の世帯

（その他各種所得がない場合）
９割（3,900 円）

33 万円以下の世帯 8.5 割（5,900 円）

33 万円＋「27 万 5 千円×世
帯の被保険者数」以下の世帯 ５割（19,700 円）

33 万円＋「50 万円×世帯の
被保険者数」以下の世帯 ２割（31,600 円）

②加入前に被用者保険の被扶養者であった
　被保険者の保険料の軽減
　所得割額がかからず、均等割額が 5 割軽減
　（軽減後の年間保険料 19,700 円）

平成 31 年度（令和元年度）
①均等割額の軽減
世帯（被保険者と世帯主）の
総所得金額が次の場合

均等割額の軽減
割合（均等割額）

33 万円以下の世帯 8.5 割（5,900 円）

33 万円以下で被保険者全員
が年金収入 80 万円以下の世帯

（その他各種所得がない場合）
８割（7,900 円）

33 万円＋「28 万円×世帯の
被保険者数」以下の世帯 ５割（19,700 円）

33 万円＋「51 万円×世帯の
被保険者数」以下の世帯 ２割（31,600 円）

②加入前に被用者保険の被扶養者であった
　被保険者の保険料の軽減
　所得割額がかからず、加入後 2 年間に限り、
　均等割額が 5 割軽減
　（軽減後の年間保険料 19,700 円）

▶ 75 歳以上が加入する「後期高齢者医療制度」
は、これまで所得の少ない人の保険料は最大
９割まで軽減される措置が取られてきました。
　しかし、本年度以降、制度の持続性を高め
るため及び負担の公平性の観点から、段階的
に保険料軽減の見直しが行われます。
　本年度は、均等割額の軽減判定と軽減割合
に変更があります。

医療保険料が９割軽減だった方へ
　本年度、医療保険料の見直しが行なわれ、
９割軽減から８割軽減に変わります。これに
合わせて所得の少ない高齢者の方に対し、介
護保険料軽減の拡充や年金生活者支援給付金
( ※ ) の支給が始まります。
　 （※）の該当者には日本年金機構から９月
頃に通知が届く予定です。

所得の少ない人や、扶養に入っていた人などの　問 1 保険年金課　℡ 23-7318

軽減割合は世帯の所得に応じて、赤字の箇所が変わりました

広報いしおか６月 15 日号　№３２９ 　　６　　　　　　　防災行政無線 無料テレフォンサービス　℡ 0120-99-6907（通話料無料）
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国民健康保険税の
軽減対象世帯が拡大します 
　国民健康保険税は、世帯の所得に
応じて保険税の軽減措置があります。
　法律の改正に伴い、平成 31 年 4
月 1 日から 5 割軽減と 2 割軽減に該
当する世帯が、下記の通り拡大しま
した。
　軽減措置を受けるための申請は不
要ですが、家族全員が前年所得の申
告をしていること、または扶養に取
られていることが条件です。 
低所得者軽減対象の基準額の変更点
軽減対象世帯 変更前 変更後

5 割軽減世帯
33 万円＋
27 万 5 千円×
被保険者数

33 万円＋
28 万円×
被保険者数

2 割軽減世帯
33 万円＋
50 万円×
被保険者数

33 万円＋
51 万円×
被保険者数

課税限度額が引き上げられました
　世帯の所得や資産に応じて決定す
る国民健康保険税には課税の限度が
ありますが、今回、その限度額が引
き上げになりました。
課税限度額の変更点

課税区分 変更前 変更後
基礎分

（医療分） 58 万円 61 万円

後期高齢者
支援金等分 19 万円 19 万円

（変更なし）

介護納付金分 16 万円 16 万円
（変更なし）

問 1 保険年金課　℡ 23-5557

福

2019 いきいき茨城ゆめ国体 正式競技「バドミントン」
とき　令和元年 9 月 29 日～ 10 月２日　　ところ　石岡運動公園体育館

　　　　　　　７ 　　広報いしおか６月 15 日号　№３２９ 防災無線の放送内容が聞き取れなかったときには…
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